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行
政
機
関
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
用

す
る
事
務
で
、
自
分
の
情
報
を
や
り
取

り
し
た
記
録
が
確
認
で
き
る
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
機
能
を
も
っ
た
「
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
平
成

29
年
７
月
か
ら
運
用
開
始
さ
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
で
き
る
こ
と

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
は
、
主
に
次
の

機
能
が
利
用
で
き
ま
す
。

①
行
政
機
関
の
間
で
行
わ
れ
た
個
人
情

報
の
や
り
取
り
記
録
の
確
認
（
情
報

提
供
記
録
の
開
示
）

②
番
号
法
で
提
供
が
決
め
ら
れ
て
い

る
、
住
民
本
人
に
関
す
る
個
人
情
報

の
閲
覧
（
自
己
情
報
の
閲
覧
）

③
市
役
所
な
ど
か
ら
住
民
あ
て
に
提
供

さ
れ
た
お
知
ら
せ
の
確
認
（
予
防
接

種
や
健
診
な
ど
の
個
人
固
有
サ
ー

ビ
ス
情
報
の
受
信
）

④
市
役
所
な
ど
が
提
供
す
る
電
子
申
請

サ
ー
ビ
ス
（
電
子
申
請
の
利
用
）

利
用
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

が
必
要
で
す

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
は
、
電
子
的
な
個

人
認
証
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
提
供
さ

れ
る
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
こ
の
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
す
る
た
め
に

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
設
け
ら
れ

る
自
身
の
専
用
サ
イ
ト
（
画
面
）
に
接

続
す
る
と
き
に
使
用
す
る
電
子
証
明
書

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
電
子
証
明
書
を
取
得
し
て
い

た
だ
く
に

は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
申
請
し

て
、
カ
ー
ド

の
交
付
を
受

け
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
接
続
す
る

環
境
は
？

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
利
用
に
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
た
め
の
機

器
が
必
要
で
す
。
お
持
ち
の
パ
ソ
コ
ン

の
ほ
か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
、
コ
ン
ビ
ニ
端
末
な
ど
の
利
用

も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
パ
ソ

コ
ン
な
ど
を
お
持
ち
で
な
い
人
に
も
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
い
た
だ
け
る
よ

う
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
使
っ
た
接
続

も
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
を
読

み
取
る
た
め
、
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
が
必

要
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
利
用
の
拡
大
が
検
討

さ
れ
て
い
ま
す

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
は
、
ご
紹
介
し

た
機
能
以
外
に
も
、
引
越
し
な
ど
の
際

の
民
間
も
含
め
た
手
続
き
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
化
や
、
納
税
な
ど
の
電
子
決
済

サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
用
が

検
討
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
便
利
に
利
用

い
た
だ
け
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
っ
て
何
？

マイナンバーカード（裏面）

マイナポータルに接続が予定されている機器

スマートフォン

タブレット

テレビ

コンビニ端末

平
成
29
年
７
月

サ
ー
ビ
ス
開
始

☆
ご
検
討
く
だ
さ
い
☆

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得

　
今
後
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

は
、
市
民
生
活
の
中
で
利
用
場
面

が
広
が
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取

得
に
つ
い
て
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

＝
申
請
の
方
法
＝
…
…
…
…

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
国

の
発
行
機
関
（
地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
機
構
）
へ
申
請
書
を

郵
送
す
る
か
、
ま
た
は
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
・
パ
ソ
コ
ン
か
ら
個
人

番
号
カ
ー
ド
総
合
サ
イ
ト
に
ア
ク

セ
ス
し
て
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
か
ら
交
付
ま
で
に
１

か
月
以
上
か
か
り
ま
す
。

＝
住
基
カ
ー
ド
で
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

を
ご
利
用
の
人
へ
＝
…
…

　
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
搭
載

さ
れ
た
電
子
証
明
書
は
、
現
在
の

有
効
期
限
を
も
っ
て
利
用
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
有
効
期
限
を
ご
確

認
い
た
だ
き
、
必
要
な
場
合
は
お

早
め
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

マイナンバーカードで
広がるサービス

【特集】

　本市では、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスの開始
（平成29年度予定）に向けて準備を進めています。また、国のマイナポー
タルを使ったサービスなど、マイナンバーカード利用検討が進んでいます。
問い合わせ先 本庁舎　 総務課  0857-20-3121   0857-20-3040

駅南庁舎 市民課  0857-20-3493   0857-20-3408 

お昼休みや夜間、さらに休日で
も、自分の都合にあわせて取得
できます。
※サービス提供時間 6:30 〜 23:00
　（12/29 〜 1/3 を除く）

お住まいの市区町村に関わら
ず、全国のコンビニエンスス
トアなどで取得できます。

証明書が急に必要になったと
きも、出先ですぐに取得でき
ます。

◆
ど
こ
で
も

　
市
内
だ
け
で
な
く
、
全
国
の
最
寄
り
の
コ

ン
ビ
ニ
（
ロ
ー
ソ
ン
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

な
ど
）
か
ら
証
明
書
が
取
得
で
き
ま
す
。

◆
安
心

　
利
用
者
の
多
い
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
店
舗
で

も
、
個
人
情
報
は
徹
底
的
に
守
ら
れ
ま
す
。

①
周
り
の
人
の
目
に
触
れ
ず
に
証
明
書
が
取

得
で
き
る

　
申
請
か
ら
証
明
書
の
受
け
取
り
ま
で
の
す

べ
て
の
手
続
き
を
本
人
が
キ
オ
ス
ク
端
末
で

行
う
の
で
、
周
り
の
人
の
目
に
触
れ
ず
安
心

し
て
証
明
書
を
取
得
で
き
ま
す
。

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
証
明
書
の
取
り

忘
れ
防
止

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
証
明
書
な
ど
の

取
り
忘
れ
が
な
い
よ
う
、
キ
オ
ス
ク
端
末
の

画
面
や
音
声
、
ア
ラ
ー
ム
な
ど
で
防
止
対
策

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

③
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安
全
対
策

　
専
用
の
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て

い
る
ほ
か
、
通
信
内
容
の
暗
号
化
を
実
施
し

て
お
り
、
個
人
情
報
漏
洩
の
防
止
対
策
を
講

じ
て
い
ま
す
。 

④
証
明
書
の
偽
造
・
改
ざ
ん
対
策

　
キ
オ
ス
ク
端
末
か
ら
取
得
で
き
る
証
明
書

に
は
、
偽
造
・
改
ざ
ん
防
止
処
理
を
施
し
、

証
明
書
の
不
正
使
用
を
防
い
で
い
ま
す
。

「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
」

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で

「
コ
ン
ビ
ニ
交
付
」

1 2 3A4サイズの
普通紙に印刷

うら面に
偽造・改ざん対策

インターネットで
内容チェック

コンビニエンスストアなど
で発行される証明書は、特
殊な専用紙ではなく、A4
サイズの普通紙に印刷され
ます。

スクランブル画像や偽造防止
検出画像といった高度な技術
を利用して、証明書の偽造や
改ざんを防いでいます。

証明書の偽造や改ざんが
されていないかのチェッ
クを、インターネットを
通じて行えます。

コンビニ交付を利用するには、電子証明書（利用者証明用電子証明書）が搭載
されているマイナンバーカードが必要となります。

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
証
明
書
自
動
交
付
サ
ー
ビ
ス

コ
ン
ビ
ニ
交
付
と
は
？

　
コ
ン
ビ
ニ
交
付
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
（
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
搭
載
さ

れ
て
い
る
も
の
）
を
利
用
し
て
市
が
発
行
す

る
証
明
書
（
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証

明
書
な
ど
）
が
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
な
ど
の
キ
オ
ス
ク
端
末
（
マ
ル
チ
コ

ピ
ー
機
）か
ら
取
得
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

◆
い
つ
で
も

　
毎
日
６
時
30
分
か
ら
23
時
ま
で
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
。
市
役
所
窓
口
の
閉
庁
後
（
夜

間
、
休
日
）
で
も
、
い
つ
で
も
必
要
な
と
き

に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

※
年
末
年
始（
12
月
29
日
～
翌
年
１
月
３
日
）

を
除
き
ま
す
。

【イラスト出典元：地方公共団体情報システム機構】


